
秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

平成２０年８月５日

秋田県後期高齢者医療広域連合長 佐 竹 敬 久

秋田県後期高齢者医療広域連合条例第３号

秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

秋田県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年秋田県後期高

齢者医療広域連合条例第２５号）の一部を次のように改正する。

附則第３条中「「第１４条、第１５条又は附則第４条」」を「「第１４条若しくは第１

５条又は附則第４条、附則第６条、附則第７条若しくは附則第８条」とし、同条中「被保

険者均等割額」とあるのは、「被保険者均等割額又は所得割額」」に改める。

附則に次の３条を加える。

（平成２０年度における所得の少ない者に係る所得割額の減額の特例）

第６条 平成２０年度における保険料の算定の基礎に用いる基礎控除後の総所得金額等が

５８万円以下の被保険者に対して賦課する所得割額は、当該被保険者につき算定した所

得割額から当該所得割額に２分の１を乗じて得た額を控除して得た額とする。

２ 前項の規定により算定した額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

（平成２０年度における所得の少ない者に係る被保険者均等割額の減額の特例）

第７条 平成２０年度において、第１４条第１項第１号に規定する被保険者（被扶養者で

あった被保険者を除く。）に対して賦課する被保険者均等割額は、同条第１項第１号及

び第２項の規定により算定した被保険者均等割額に６分の１を乗じて得た額（１００円

未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額）に３を乗じて得た額とする。

（平成２０年度における所得の少ない者に係る保険料の賦課額の特例）

第８条 平成２０年度において、第１４条第１項第１号に規定する被保険者（被扶養者で

あった被保険者を除く。）に対する前２条の規定により算定した保険料の賦課額（ただ

し、賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合は、当該賦課額につ

いて第１３条の規定により月割をもって算定した額とする。）から、当該被保険者の保

険料につき、特別徴収の方法により徴収するとしたならば、令附則第１２条第３項の規

定に基づき徴収するものとされる支払回数割保険料額の見込額に３を乗じて得た額（た

だし、賦課期日後において被保険者の資格取得又は喪失があった場合は、当該額につい

て第１３条の規定に準じて月割をもって算定した額とする。）を減じて得た額がある場

合で、当該額が５００円未満である場合については、これを免除する。



２ 前項の支払回数割保険料額の見込額は前２条の規定を適用しないものとして算定した

額とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。


